
い
る
。
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も
の
及
び
鉱
石
法
、
砂
利
採
取
法
、
森
林
法
等
、
土
砂
等
の
採
取
に

つ
い
て
許
認
可
を
必
要
と
す
る
も
の
は
適
用
除
外
と
な

っ
て

届
出
さ
れ
た
採
取
計
画
K
つ
い
て
、
知
事
は
、
別
途
(
規
則
)
定
め
た
採
取
基
準
に
照
ら
し
て
、
当
該
届
出
に
係
る
土
採
取

場
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
に
お
付
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
届
出
者
に
対
し
て
採
取
計
画

の
全
部
ま
た
は

一
部
の
変
更
を
勧
告
す
る
乙
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。

採
取
基
準
は
、
災
害
の
防
止
及
び
生
活
環
境
の
保
全
の
面
か
ら
、
土
採
取
工
法
、
土
砂
の
崩
綾
防
止
対
策
、
土
砂
の
流
出
防

止
対
策
、
緋
水
対
策
、
保
安
対
策
、
騒
音
防
止
対
策
、
粉
じ
ん
防
止
対
策
、
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て
詳
細
に
定
め
て
い
る
。

ま
た
、
知
事
は
、
土
の
採
取
に
伴
う
災
害
防
止
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
あ
る
い
は
土
採
取
基
準
に
従

っ
て
土
採
取
を
し
な
か
っ
た
と
き
、
も
し
く
は
届
出
を
し
な
い
で
土
採
取
を
行
っ
た
と
き
等
に
は
、
土
採
取
者
に
対
し
て
、
採

取
跡
の
埋
め
戻
し
、
土
採
取
方
法
の
変
更
、

土
採
取
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
停
止
等
に
つ

い
て
命
令
す
る
ζ
と
が
で
き
る
と
し

て
い
る
。

ζ

れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
の
違
反
に
対
し
て
は
所
要
の
罰
則
を
設
け
て
い
る
。

第
二
節

市
町
村
に
お
け
る
現
行
制
度
の
事
例

林
地
乱
開
発
に
対
処
す
る
市
町
村
の
条
例

森
林
保
全

κ闘
し
市
町
村
が
独
自
に
条
例
等
を
制
定
し
対
処
す
る
例
と
し
て
、
別
荘
地
、
ゴ
ル
フ
場
、

ス
キ
l
場
造
成
な
ど

の
開
発
や
土
地
買
占
め
の
進
行
し
た
地
域
に
お
け
る
開
発
規
制
と
、
首
都
圏
・
京
阪
神
地
区
等
の
過
密
に
よ
る
環
境
悪
化
が
進

み
つ
つ
あ
る
大
都
市
域
に
お
い

て
み
ら
れ
る
緑
地
保
全
や
緑
化
に
つ
い

て
の
対
策
の
二
つ

の
場
一合
に
大
別
で
き
よ
う
。

前
者
の
事
例
と
し
て
、
長
野
県
諏
訪
郡
原
村
等
の
場
合
を
み
て
み
よ
う。

長
野
県
に
は
全
国
有
数
の
山
岳
、
高
原
が
全
県
に
わ
た
っ
て
分
布
し
、
開
発
・
土
地
買
占
め
が
集
中
し
た
と
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
県
で
は
、
自
然
環
境
保
全
法
の
制
定
に
先
が
け
て
、
昭
和
四
十
六
年
三
月
長
野
県
自
然
保
護
条
令
を
制
定
し
、
乱
開

発
に
よ
る
自
然
破
嬢
に
対
処
す
る
措
置
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
、
保
全
計
画
の
策
定
、
自
然
環
境
保
全
地
域
及
び
郷
土
環
境
保
全

地
域
の
指
定
な
ど
に
よ
り
、
必
要
な
規
制
措
置
・
対
策
を
講
じ
る
も
の
で
あ
る
。
郷
土
環
境
保
全
地
績
は

一
九
ケ
所
、

三
、

七
O
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
び
、

林
地
開
発
に
つ
い
て
は
自
然
環
境
保
全
地
域
普
通
地
区
同
様
二
ア
ー
ル
以
上
が
届
出
・
協
定
の

対
象
に
な
り
、
大
規
模
開
発
調
整
区
域
内
で
は
そ
れ
は

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
だ
が
、

そ
れ
ら
協
定
の
内
容
に
は
森
林
法
第
十
条

の
二

(
2
項
の
三
)
の
運
用
に
関
わ
る
。
例
え
ば
景
観
上
の
事
項
を
含
め
て
い
る
。
大
規
模
開
発
調
整
区
域
は
諸
々
の
規
制
区

域
外
の
地
域
を
包
括
し
て
い
る
。
の
ち
に
〔
昭
和
五
十
四
年
)
、
要
領
の
制
定
に
よ
り
、
事
業
行
為
そ
の
も
の
が
規
制
の
対
象
と

さ
れ
た
。
乙
れ
ら
条
例
等
に
基
く
事
業
者
の
届
出
花
関
し
、
市
町
村
長
は
意
見
を
付
す
る
と
と
に
な
っ
て
い
る
。

長
野
県
内
市
町
村
行
政
に
お
げ
る
森
林
保
全
を
含
む
自
然
環
境
保
全
へ
の
関
与
は
、
当
然
の
乙
と
な
が
ら
、

そ
れ
に
留
ま
ら

な
い
。
開
発
規
制
や
自
然
環
境
の
保
全
・
保
護
に
関
し
、
独
自
に
条
例
や
要
綱
を
制
定
し
て
い
る
市
町
村
の
数
は
多
い
。
名
称

に
よ
っ
て
区
分
す
る
と
、
開
発
基
本
条
例
二
ハ
、
自
然
環
境
の
保
護
・

保
全
に
関
す
る
条
例
三
O
、
緑
化
推
進

・
緑
の
保
全
二

例
に
の
ぼ
る
(
昭
和
五
十
六
年
六
月
現
在
コ

諏
訪
郡
原
村
で
は
、
八
ツ
岳
山
麓
地
域
の
長
企
業
局
に
よ
る
別
荘
地
造
成
な
ど
の
開
発
を
核
に
し
て
、
周
辺
地
域
に
民
間
企

業
に
よ
る
開
発
が
波
及
す
る
乙
と
を
予
想
し
、
昭
和
四
十
六
年
十
一
一月
、
原
村
八
ヶ
岳
山
ろ
く
開
発
基
本
条
令
を
制
定
し
た
。

乙
の
条
例
の
概
要
を
み
る
と
、
八
ヶ
岳
山
ろ
く
が
古
来
よ
り
水
源
酒
養
林
と
し
て
住
民
の
生
活
に
密
接
に
関
係
し
、
且
つ
、
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1

都
市
域
・
近
郊
地
域
に
お
け
る
樹
林
、
樹
木
の
保
全
対
策
の
実
施
状
況

緑
化
推
進
、
み
ど
り
の
保
全
、
環
境
保
全
な
ど
の
名
を
冠
し
た
条
例
や
要
綱
を
制
定
し
、
樹
木
・
樹
林
の
保
全
の
対
策
を
講

じ
て
い
る
市
町
村
の
事
例
を
み
る
と
、
数
と
し
て
は
首
都
圏
及
び
京
阪
神
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。
東
京
都
に
お
い
て
は
特
別

区
二
三
区
に
お
い
て
そ
れ
ら
条
例
を
設
け
て
い
る
区
は
一
五
に
の
ぼ
り
、
中
で
も
世
田
ケ
谷
、
中
野
、
杉
並
、
練
馬
各
区
の
よ

う
に
近
年
宅
地
開
発
、
都
市
化
の
急
進
展
を
み
た
地
域
に
お
い
て
緑
地
保
全
の
対
策
に
熱
意
が
高
く
、
財
政
面
の
手
当
を
含

め
さ
ま
、さ
ま
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
3
に
そ
の
例
と
し
て
杉
並
区
に
お
け
る
制
度
を
み
る
ζ

と
と
す
る
が
、
特
別
区
以
外
に
お

7。。

い
て
も
、

ニ
O
市
、
五
町
村
に
お
い
て
自
然
の
保
護
と
回
復
に
関
す
る
独
自
の
条
例
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
特
別
区
の

2

森
綜
保
全
、
緑
化
に
つ
い
て
の
市
町
村
の
制
度
の

る
。
境
界
は
塀
で
な
く
生
画
一を
作
る
乙
と
な
ど
も
規
制
の
つ

で
あ
る
。
町
の
自
然
保
護
対
策
要
綱
は
昭
和
四
十
七
年
十
月
に

制
定
さ
れ
て
い
る
。

長
野
県
内
の
市
町
村
の
森
林
保
全
に
関
す
る
条
例
の
内
容
、

運
用
状
況
は
、

そ
の
制
定
経
緯
同
様
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
よ
う
で

あ
る
が
、
原
村
、
軽
井
沢
町
の
例
に
み
る
よ
う
に
、

森
林
保
全
を
含
む
自
然
環
境
の
維
持
に
お
い
て
市
町
村
行
政
の
果
す
役
割

は
少
な
く
な
い
。
な
お
、
上
田
市
緑
化
の
推
進
及
び
樹
木
等
の
保
全
に
関
す
る
条
例
(
問
和
四
十
八
年
)
は
、
公
共
施
設
や
事

業
所
の
緑
化
、
保
存
樹
木
の
指
定
等
を
主
内
容
と
す
る
樹
木
・
森
林
の
保
全
対
策
で
あ
り
、
積
極
的
な
開
発
調
整
を
目
的
と
す

る
も
の
で
な
い
。
長
野
県
以
外
の
市
町
村
の
事
例
を
含
め
、
森
林
の
保
全
や
緑
化
に
関
す
る
市
町
村
の
条
例
の
内
容
を
み
る
と
、

保
全
な
い
し
緑
化
計
画
の
策
定
、
保
存
樹
木
の
指
定
、
保
全
地
区
・
緑
化
地
区
の
指
定
を
定
め
て
い
る
事
例
が
多
い
。
上
田
市

の
条
例
は
そ
の

一
つ
の
事
例
と
み
ら
れ
る
。

伊j

可r

」

長
野
県
で
も
開
発
最
激
甚
地
の
一
つ
で
あ
る
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町
の
場
合
、
森
林
保
全
、
景
観
維
持
に
つ
い
て
の
親
制
は
、

県
内
で
も
と
く
に
厳
し
い
よ
う
で
あ
る
。
分
譲
地
に
つ
い
て
は
一
区
劃

0
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
建
物

の
建
ぺ
い
市
中
・
容
積
率
を
一
一O
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
し
、

自
然
林
・
人
王
林
の
伐
採
を
最
小
ノ
限
度
に
抑
え
る
よ
う
指
導
を
し
て
い

保
護
の
た
め
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
村
長
の
定
め
る
、
建
築
物
そ
の
他
工
作
物
の
新
・
改
・
埼
築
、

宅
地
・

公
共
道
路
の
造
成
、
改
と
ん
そ
の
他
土
地
の
形
質
の
変
更
、
木
竹
の
伐
採
及
び
土
右
の
採
取
、
地
下
水
の
利
用
、
廃
棄
物
の
処

理
の
基
準

κ適
合
し
た
開
発
基
本
協
定
を
結
ぶ
乙
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
開
発
方
針
及
び
開
発
計
画
を
書
面
に
よ
り
届

け
出
、
協
定
を
結
ぶ
べ
き
造
成
地
の
下
限
面
積
を
条
例
で
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
し
て
い
る
が
、
町
は

0
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

の
林
地
伐
採
、
土
砂
移
動
を
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る。

八
ヶ
岳
山
麓
に
つ
い
て
は
、
原
村
の
隣
村
富
士
見
町
が
昭
和
四
十
八
年
に
、
佐
久
側
山
麓
南
牧
村
が
昭
和
四
十
七
年
に
、
開

発
基
本
条
令
を
制
定
し
て
い
る
。

す
ぐ
れ
た
自
然
景
観
を
提
供
し
て
い
る
乙
と
に
鑑
み
、
乙
の
地
を
健
全
な
る
保
健
休
養
地
と
し
て
開
発
造
成
す
る
に
当
り

、

必

6。口

要
な
施
策
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

K
よ
り
、
住
民
の
生
活
環
境
を
保
全
し
、
住
み
よ
い
郷
土
の
実
現
を
期
す
る
乙
と

2

を
目
的
と
し
〈
第
一
条
)
、
八
ヶ
岳
山
ろ
く
地
域
を
対
象
に
、
村
は
、
土
地
利
用
計
画
を
策
定
し
、
事
業
者
が
行
な
う
開
発
造
成

に
閲
す
る
必
要
な
調
整
を
図
り
、
自
然
環
境
の
保
護
及
び
利
用
に
関
す
る
施
設
と
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
設
の
整
備
推

進
、
自
然
保
護

κ関
す
る
知
識
の
普
及
と
思
想
の
高
揚
を
図
り
、
地
下
水
利
用

・
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
総
合
的
な
施
業
を

講
ず
る
た
め
必
要
な
胞
業
を
策
定
し
実
施
す
る
も
の
と
す
る
と
定
め
て
い
る
。
な
お
、
「
自
然
環
境
」
に
は
、
自
然
資
漉
(
山
岳
、

援
答
、
河
川
、
森
林
を
い
う
J
の
景
観
を
含
む
と
し
て
い
る
。
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
よ
っ
て
生
ず
る
自
黙
の
破
嬢
を

防
止
す
る
た
め
、
自
然
の
改
変
を
最
少
限
に
と
ど
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
に
お
い
て
植
生
の
回
復
、
そ
の
他
自
然
環
境
の
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し
て
は
一
ア
ー
ル
以
上
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
規
模
で
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

G
o
o
-
五
O
O本
植
栽

一
0
年
聞

は
伐
採
し
な
い
と
と
、
補
植
、
下
刈
等
の
適
切
な
維
持
管
理
に
つ
と
め
る
な
ど
で
あ
り
、
補
助
金
の
額
は
、
植
林
に
要
す
る
苗

木
代
、
植
栽
及
び
地
捧
え
費
等
を
蕃
礎
に
算
出
し
た
市
長
が
定
め
る
標
準
経
費
の

一
O
分
の
八
以
内
の
額
と
し
て
い
る
。
昭
和

四
七
l
五
二
年
度
の
事
業
面
積
は
四
・

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。

神
奈
川
県
各
市
の
場
合
、
右
に
み
ら
れ
る
よ
う
K
、
保
存
樹
林
の
僧
定
等
K

固
定
資
産
税

+
都
市
計
画
税
相
当
あ
る
い
は
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し
、
保
全
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る

さ
一
五
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
)
。

鎌
倉
市
の
場
合
、
鎌
倉
市
緑
化
の
推
進
及
び
樹
木
等
の
保
全
に
関
す
る
条
例
(
間
和
田
七
年
)
に
よ
り
、
保
存
樹
林
の
指
定

会
=
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
奨
励
金

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
七
万
円
)
の
ほ
か
、
緑
化
推
進
の
助
成
事
業
と
し
て
、
山
林
等
に
植
林
を
行

う
市
民
に
対
し
(
但
し
、
造
林
等
を
業
と
す
る
者
が
利
益
を
目
的
と
し
た
場
合
は
除
く
)
補
助
金
を
交
付
す
る
。
そ
の
条
件
と

川
崎
市
の
場
合
、

川
崎
市
に
お
け
る
自
然
環
境
保
全
回
復
一育
成
花
関
す
る
条
例
(
昭
和
四
十
八
年

)κ
基
く
自
然
環
境
保
全

蕃
本
計
画
(
昭
和
五
十
年
)
に
よ
り
、
山
自
然
環
境
保
全
地
域
等
管
理
事
業
|
|
市
岐
に
残
る
良
好
な
自
然
の
存
す
る
地
峡
の

管
理

K
要
す
る
費
用
と
し
て
奨
励
金
(
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
七
万
円
)
を
交
付
し
て
、
自
然
環
境
保
全
地
場
の
指
定
を
行
う
(
四
・

ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
)
。
問
樹
木
保
存
事
業
l
|
市
街
地
の
美
観
、
風
致
を
形
成
す
る
う
え
で
貴
重
な
存
在
で
あ
る
樹
林
を
保
存
樹
林

に
指
定
し
、
奨
励
金
〈
一
ケ
所
八
千
円
)
を
交
付
す
る
(
二
五
ケ
所
、

ニ
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

)。

ω緑
地
保
全
事
業
|
|
市
域

κ

残
る
良
好
な
自
然
を
保
全
す
る
た
め
に
、
樹
木
等
の
管
理
に
要
す
る
費
用
と
し
て
奨
励
金
(
一ヘ

ク
タ
ー
ル
五
万
円
)
を
交
付

産
税
と
都
市
計
画
税
相
当
の
奨
励
金
を
交
付
す
る
。
一
ま
た
同
市
民
の
森
設
置
事
業
と
し
て
、
民
有
林
に
つ
き
所
有
者
と
使
用

契
約
を
締
結
し
、
広
岡
初
、
散
策
道
等
の
整
備
を
行
う
。
契
約
に
伴
い
市
は
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
及
び
樹
木
等
の
損
害
額

陀
相
当
す
る
奨
励
金
を
交
付
す
る
。
そ
れ
は
ケ
所
、
二
ハ
九
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
達
す
る
。

r 

市
で
は
条
例
に
基
く
緑
地
保
存
特
別
対
策
事
業
と
し
て
、
川
緑
地
保
存
地
区
指
定
事
業
|
|
市
街
化
区
域
内
の
緑
地
K
っ
き

所
有
者
と
保
存
契
約
を
一

O
年
以
上
締
結
し
、
保
存
地
区
を
指
定
す
る
。
そ
れ
は
三
一一一
一
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
達
し
、
固
定
資

i 

の
内
容
を
面
的
な
施
策
を
中
心
に
神
奈
川
県
横
浜
市
等
の
事
例
に
よ
り
み
て
み
よ
う
。

繍
浜
市
緑
の
環
境
を
つ
く
り
育
て
る
条
例
(
昭
和
四
十
八
年
)
は
、
条
令
の
目
的
と
し
て
緑
の
環
境
は
市
民
が
健
康
で
快

適
な
生
活
を
営
み
、
子
供
た
ち
が
活
力
に
あ
ふ
れ
、
豊
か
な
情
操
を
育
て
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
り
、
緑
の

環
境
を
つ
く
り
育
て
る
乙
と
に
よ
り
、
横
浜
を
健
康
的
で
潤
い
と
殻
い
の
あ
る
住
み
良
い
都
市
と
す
る
と
述
べ
、
緑
の
保
全
、

緑
化
の
都
市
づ
く
り
に
お
け
る
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

2

市
町
村
に
お
け
る
森
林
保
全
の
た
め
の
条
例

都
市
化
の
進
ん
だ
地
域
に
お
け
る
自
然
の
保
護
及
び
回
復
に
関
す
る
条
例
等
の
制
定
に
よ
る
対
策
の
主
要
な
部
分
は
、
森
林
、

樹
木
の
保
全
、
緯
化
対
策
で
あ
り
、
そ
れ
が
都
市
づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
対
策
で
あ
る
乙
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
条
例

場
合
を
含
め
て
ほ
と
ん
ど
が
、
昭
和
四
十
年
代
の
終
り
の
時
期
カ
ら
五
十
年
代
初
め
に
か
け
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

。。

東
京
都
に
隣
接
す
る
県
に
お
い
て
は
、
東
京
都
庁
札
隣
接
す
る
区
域
と
横
浜
市
、
君
津
市
な
ど
工
業
化
・
都
市
化
の
進
ん
だ
地
ぉ

域
と
そ
の
周
辺
の
各
市
町
村
に
お
い
て
、
自
然
の
保
護
、
回
復
に
関
す
る
条
例
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
事
例
は
、
千
葉
県
で
は

一三
市
二
町
、
埼
玉
県
で
は

一
五
市
一
町
、
神
奈
川
県
で
は

一
四
市
に
達
す
る
。

京
阪
神
地
域
に
お
け
る
そ
れ
ら
条
例
の
制
定
状
況
を
兵
庫
県
花
例
を
と
っ
て
み
る
と
、
一

三
市
一
五
町
を
数
え
る
乙
と
が
で

き
る
。
そ
れ
ら
は

一
町
を
除
い
て
、
工
業
化
・
都
市
化
の
進
ん
だ
瀬
戸
内
海
に
近
い
南
部
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。
な
お
、

ζ

れ
ら
の
制
定
時
期
は
東
京
地
区
よ
り
阜
く
、
昭
和
四
十
年
代
後
半
期
で
あ
る
〈
本
項
の
事
例
数
は
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
の
林

野
庁
調
査
及
び
東
京
都
「
自
然
の
保
護
と
回
復
に
関
す
る
区
市
町
村
事
業
調
べ

」
(
昭
和
五
五
年
七
月
)
に
よ
る
}
0



の
事
業
者
文
は
管
理
者
と
み
ど
り
の
育
成
協
定
を
結
び
、
苗
木
の
供
給
文
は
あ
っ
せ
ん
、
助
言
等
必
要
な
助
成
措
置
を
と
る
。

ま
た
、
都
市
緑
地
保
全
法
に
よ
る
緑
化
協
定
に
対
し
、
必
要
な
助
成
を
行
う
。

そ
の
他
、

み
ど
り
の
保
護
と
育
成
の
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
地
区
を
み
ど
り
の
モ
デ
ル
地
区
に
指
定
す
る
乙
と

が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
地
区
内
で
は
、
み
ど
り
の
保
護
、
生
け
が
き
協
定
の
締
結
の
促
進
、
公
共
施
設
の
み
ど
り
の
育
成
そ

1
内
〆
U
M

の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
し
て
い
る
。

の
樹
木
を
植
栽
す
る
よ
う
所
有
者
は
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
後
者
地
区
に
お
い
て
は
、
規
則
に
定
め
る
開
発
行
為
を
行
お
う

と
す
る
者
は
、
緑
化
に
関
す
る
計
画
書
を
区
長
に
提
出
し
、
調
整
を
受
け
る
べ
き
ζ

と
を
定
め
て
い
る
。
な
お
、
地
区
指
定
は

全
区
に
及
び
、
空
測
に
よ
り
緑
の
少
な
い
と
認
め
ら
れ
た
地
区
が
後
者
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

み
ど
り
の
育
成
に
つ
い

て
は
、
区
民
と
生
け
が
き
協
定
を
結
ぶ
乙
と
に
よ
り
、
必
要
な
助
成
を
受
け
生
げ
が
き
を
造
成
す
る

と
と
が
で
き
、
規
則
で
定
め
る
面
積
以
上
の
敷
地
を
有
す
る
工
場
、
住
宅
団
地
等
の
み
ど
り
の
育
成
に
つ
い
て
は
、
区
長
は
そ

ま
た
、
区
長
は
委
員
会
の
意
見
を
き
き
伐
採
行
為
制
限
地
区
及
び
開
発
等
調
整
地
区
を
指
定
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
前
者
地

区
に
お
い
て
は
、
規
則
に
定
め
る
以
上
の
み
ど
り
の
伐
採
を
し
な
い
よ
う
に
努
め
、
や
む
を
得
ず
伐
採
す
る
時
は
、
同
数
以
上

地
と
し
て
確
保
す
る
乙
と
が
必
要
な
土
地
の
樹
林
を
、
特
別
樹
林
と
し
て
指
定
す
る
乙
と
が
で
き
る
と
し
、
所
有
者
は
、
特
別

樹
林
を
伐
採
し
、
又
は
樹
林
若
し
く
は
樹
林
地
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
区
長
に
対
し
買
取
り
請
求
を
行
う
べ
き
と
と
、

を
規
定
し
て
い
る
。

み
ど
り
の
保
護
の
対
策
と
し
て
は
、
何
人
も
現
存
す
る
樹
木
を
保
存
す
る
よ
う
に
努
め
、
や
む
を
得
ず
伐
採
し
た
と
き
は
、

同
数
以
上
の
樹
木
を
植
栽
す
べ
き
乙
と
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
み
ど
り
を
、
所
有
者
の
同
意
を
得
て
、
保
護
を
要

す
る
み
ど
り
と
し
て
指
定
し
、
当
該
樹
木
、
樹
林
、
生
け
が
き
の
伐
採
、
移
植
等
を
禁
じ
、
ま
た
、
公
園
、
緑
地
そ
の
他
空
間

''f • F~~ 

す
る
と
と
の
重
要
性
を
語
い
、
そ
れ
は
次
の
世
代
に
対
す
る
責
務
で
あ
る
と
述
べ
、
自
然
環
境
と
の
調
和
を
区
政
の
基
調
と
す

る
と
と
を
宣
言
し
、
「
緑
の
豊
か
な
福
祉
文
化
都
市
」
の
実
現
の
た
め
乙
の
条
例
を
制
定
す
る
と
前
文
に
述
べ
(
傍
点
筆
者
)
、

区
長
は
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
通
じ
て
み
ど
り
〈
樹
木
、
樹
林
、

竹
林
、
生
け
が
き
及
び
草
地
と
し
て
い
る
)
の
保
護
と
育
成
を
積

極
的
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
み
ど
り
の
保
護
と
育
成
に
関
す
る
計
画
の
策
定
、
み
ど
り
の
実

態
調
査
の
実
施
・
公
表
、
知
識
の
普
及
、
公
共
施
設
の
み
ど
り
の
確
保
、

推
進
団
体
の
育
成
を
行
う
。
緑
化
推
進
委
員
会
を
設

置
し
、
保
護
す
べ
き
み
ど
り
の
指
定
、
み
ど
り
の
破
境
行
為
の
防
止
等
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
す
る
。

東
京
都
杉
並
区
は
昭
和
田
十
八
年
杉
並
区
み
ど
り
の
条
例
を
定
め
た
。

そ
れ
は
、
自
然
を
代
表
す
る
「
み
ど
り
」
の
保
護
と

育
成
を
通
じ
て
、
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
自
然
を
回
復
し
、
自
然
環
境
と
の
調
和
の
中
に
健
康
で
快
適
な
生
活
環
境
を
権
保

を
制
定
し
、
保
全
計
画
を
叢
定
し
、
対
策
を
講
じ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

財
政
措
置
を
伴
っ
た
実
効
あ
る
き
め
細
い
事
業
を
実

施
し
て
い
る
区
市
町
村
の
事
例
も
少
な
く
な
い
。
前
記
の
績
浜
市
等
の
場
合
も
そ
の
事
例
で
あ
る
が
、
森
林
・
樹
木
の
保
全
、

緑
化
の
制
度
を
特
定
の
市
町
村
に
つ
い
て
包
括
的
に
み
る
た
め
、
東
京
都
杉
並
区
の
場
合
を
事
例
に
求
め
て
み
よ
う
。

3

市
町
村

κお
け
る
森
林
保
全
行
政
の
事
例

東
京
都
の
場
合
も
保
春
樹
木
・
樹
林
の
指
定
を
行
い
保
全
措
置
を
講
じ
て
い
る
区
、
市
町
村
が
多
い
が
、
助
成
借
置
を
講
じ

て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
国
や
都
府
県
に
よ
る
森
林
保
全
措
置
と
並
ん
で
、
既
記
の
如
き
区
市
町
村
は
独
自
の
条
例
・
要
綱

Goo
-豆、
0
0
0円
、
保
存
樹
林

ア
l
ル
当
り
三

O
O
円
か
ら
三

O
万
円
の
助
成
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
固
定
資
産
税
、

都
市
計
画
税
を
免
除
す
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。

単
位
面
積
当
り
定
額
の
奨
励
金
を
交
付
し
て
い
る
。

前
記
の
千
葉
県
各
市
町
の
場
合
も
、
対
策
と
し
て
保
存
植
林
、
保
存
樹
木
の
指
定
を
主
と
す
る
が
、
保
存
樹
木
一
本
当
り
て

290 
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ii 
業
費
と
し
て
昭
和
五
十
六
年
度
予
算
額
で
み
ど
り
の
保
護
五
五

O
万
円
、
育
成
八
、

O
八
五
万
円
、
普
及
啓
蒙

三
九
四
万
円
、
合
計

O
三

O
万
円
の
区
費
を
支
出
し
て
い
る
。

293 
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は
緑
化
相
談
、
園
芸
講
習
会
、
植
樹
祭
、
講
習
会
を
開
催
す
る
。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
な
き
め
細
い
樹
林
の
保
全
、
緑
化
の
保
全
措
置
を
杉
並
区
は
講
じ
て
い
る
。
そ
の
対
策
に
対
し
、
事

す
る
者
で
新
増
改
築
又
は
開
発
す
る
も
の
四

1
六
月
に
は
四
平
方
メ
ー
ト
ル
に
高
木
、
低
木
各
一
本
、
七

I
三
月
に
は
二
一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
高
木
、
中
木
、
低
木
各

一
本
、
と
な

っ
て
お
り
、
昭
和
五
十
五
年
度
の
緑
化
指
導
実
績
五

O
一二
件
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
他
、
苗
木
配
布
、
樹
木
害
虫
駆
除
や
整
校
現
定
の
た
め
の
器
材
の
貸
与
、
薬
剤
、
土
・
肥
料
の
配
布
を
行
っ
て
い
る
。

ま

た

苗

岡

0
・
七

ヘ

ク

タ

ー
ル
を
経
堂
し
て
い
る
。
ま
た
み
ど
り
の
日
，を
設
け
区
の
木
の
植
栽
を
行
い
環
境
週
間
に

本
当
り
二
、
一
一O
O
円
。
樹
林
の
保
存
に
つ
い
て
は
三

0
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
樹
林
、

一
五
七
件
八
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル、

補
助
額

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
五
・
五
J
二
一
一円
。
生
け
が
き
に
つ
い
て
は
、
長
さ
が
お
お
む
ね
三

0
メ
ー

ト
ル
以
上
あ
っ

て
良
好
に
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
、
八

一
件
三
、
六
九
三
メ
ー
ト
ル
、
助
成
額

一
メ
ー
ト
ル
当
り
二

O
O円。

な
お
、
民
間
施
設
の
緑
化
基
準
は
、
緑
被
率
三

O
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
の
地
区
で
敷
地
面
積
三

0
0平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
を
有

杉
並
区
み
ど
り
の
条
例
の
概
要
は
以
上
の
と
お
り
だ
が
、
同
条
例
、
同
施
行
規
則
等
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
事
業
の
実
績
を
、

2nuu 

東
京
都
「
自
然
の
保
護
と
回
復

K
関
連
す
る
区
市
町
村
事
業
調
べ

」
(
昭
和
五
十
五
年
四
月
)
等
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
0
2

ま
ず
、
み
ど
り
の
調
査
と
し
て
緑
化
基
本
調
査
が
昭
和
五
十
二
年
に
実
施
さ
れ
、
ま
た
、
緑
の
量
と
満
足
度
、
区
の
木
(
ア

ケ
ポ
ノ
ス
ギ
、
サ
ザ
ン
カ
)
の
周
知
度
等
対
策
に
必
要
な
意
識
調
査
(
行
政
実
態
調
査
、
昭
和
五
十
二
年
)
を
実
施
し
た
。

モ
デ
ル
地
区
の
指
定
は
一
ケ
所
七
五

O
、

0
0
0平
方
メ

ー
ト
ル
、
標
識
の
設
置
、
園
芸
講
習
会
の
実
施
、
薬
剤
の
配
布
を

行
っ
て
い
る
。
樹
木
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
目
通
り
周
囲

一
二

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
株
立
樹
木
根
回
り

一
五

0
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
、
藤
、
ブ
ド
ウ
な
ど
樹
木
で
伎
葉
の
面
積
が
三

0
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
て
一
四
六
本
、
助
成
額
は


